
平成˜œ年 月™�日 金曜日 第š�  号官 報

農
林
漁
業
信
用
基
金
の
林
業
等
資
金
暫
定
業
務
に

関
す
る
業
務
方
法
書
の
記
載
事
項
を
定
め
る
省
令

の
廃
止
等
に
関
す
る
省
令

（
農
林
漁
業
信
用
基
金
の
林
業
等
資
金
暫
定
業
務
に
関

す
る
業
務
方
法
書
の
記
載
事
項
を
定
め
る
省
令
の
廃

止
）

第
一
条

農
林
漁
業
信
用
基
金
の
林
業
等
資
金
暫
定
業
務

に
関
す
る
業
務
方
法
書
の
記
載
事
項
を
定
め
る
省
令

（
昭
和
六
十
二
年
農
林
水
産
省
令
第
二
十
九
号
）
は
、

廃
止
す
る
。

（
林
業
経
営
基
盤
の
強
化
等
の
促
進
の
た
め
の
資
金
の

融
通
等
に
関
す
る
暫
定
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
改

正
）

第
二
条

林
業
経
営
基
盤
の
強
化
等
の
促
進
の
た
め
の
資

金
の
融
通
等
に
関
す
る
暫
定
措
置
法
施
行
規
則
（
平
成

五
年
農
林
水
産
省
令
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
一
号
中
「
農
林
漁
業
信
用
基
金
」
を
「
独

立
行
政
法
人
農
林
漁
業
信
用
基
金
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、平
成
十
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
国
土
交
通
省
令
第
九
十
五
号

道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
六

号
）
第
四
十
条
（
同
法
第
九
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。）、
第
四
十
一
条
（
同
法
第
九
十
九
条
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
四
十
二
条
（
同
法
第

九
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）及
び
第
四

十
四
条
、
道
路
運
送
法
第
二
十
八
条
第
一
項
、
貨
物
自
動

車
運
送
事
業
法
第
十
七
条
並
び
に
自
動
車
登
録
令
第
七
条

の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
道
路
運
送
車
両
法
を
実

施
す
る
た
め
、
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
等
の
一
部
を

改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
五
年
九
月
二
十
六
日

国
土
交
通
大
臣

石
原

伸
晃

道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
等
の
一
部
を
改
正
す

る
省
令

（
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
の
一
部
改
正
）

第
一
条

道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
（
昭
和
二
十
六
年

運
輸
省
令
第
六
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
一
条
第
一
項
第
二
号
の
二
の
次
に
次
の
一
号
を
加

え
る
。

二
の
三

「
セ
ミ
ト
レ
ー
ラ
」
と
は
、
前
車
軸
を
有

し
な
い
被
牽け

ん

引
自
動
車
で
あ
つ
て
、
そ
の
一
部
が

牽け
ん

引
自
動
車
に
載
せ
ら
れ
、
か
つ
、
当
該
被
牽け
ん

引

自
動
車
及
び
そ
の
積
載
物
の
重
量
の
相
当
部
分
が

牽け
ん

引
自
動
車
に
よ
つ
て
支
え
ら
れ
る
構
造
の
も
の

を
い
う
。

第
一
条
第
一
項
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

四

削
除

第
一
条
第
一
項
第
十
一
号
及
び
第
十
二
号
を
次
の
よ

う
に
改
め
る
。

十
一

削
除

十
二

削
除

第
一
条
第
一
項
第
十
三
号
の
五
及
び
第
十
八
号
を
削

る
。第

二
条
第
一
項
中
「
次
に
掲
げ
る
状
態
」
を
「
告
示

で
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
場
合
」
に
改
め
、
同

項
各
号
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲

げ
る
状
態
」
を
「
告
示
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
し

た
場
合
」
に
改
め
、
同
項
各
号
を
削
る
。

第
三
条
中
「
確
保
で
き
る
よ
う
に
地
面
と
の
間
に
適

当
な
間
げ
き
を
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
を
「
確
保

で
き
る
も
の
と
し
て
、
地
面
と
の
間
に
告
示
で
定
め
る

間
げ
き
を
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
に
改
め
る
。

第
五
条
中
「
そ
の
安
定
性
に
つ
い
て
、
左
の
」を「
安

定
し
た
走
行
を
確
保
で
き
る
も
の
と
し
て
、
安
定
性
に

関
し
告
示
で
定
め
る
」
に
改
め
、
同
条
各
号
を
削
る
。

第
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
接
地
部
及
び
接
地
圧
）

第
七
条

自
動
車
の
走
行
装
置
の
接
地
部
及
び
接
地
圧

は
、道
路
を
破
損
す
る
お
そ
れ
の
な
い
も
の
と
し
て
、

告
示
で
定
め
る
基
準
に
適
合
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

第
八
条
第
一
項
中
「
耐
え
る
構
造
及
び
性
能
を
有
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
を
「
耐
え
る
も
の
と
し
て
、
構

造
等
に
関
し
告
示
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
次

の
基
準
」
を
「
自
動
車
が
九
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
を

超
え
て
走
行
し
な
い
よ
う
燃
料
の
供
給
を
調
整
し
、
か

つ
、
自
動
車
の
速
度
の
制
御
を
円
滑
に
行
う
こ
と
が
で

き
る
も
の
と
し
て
、
速
度
制
御
性
能
等
に
関
し
告
示
で

定
め
る
基
準
」
に
改
め
、
同
項
各
号
を
削
る
。

第
十
条
第
一
項
中
「
左
の
装
置
は
、
か
じ
取
ハ
ン
ド

ル
の
中
心
か
ら
左
右
そ
れ
ぞ
れ
五
百
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以

内
に
配
置
さ
れ
、
運
転
者
が
定
位
置
に
お
い
て
容
易
に

操
作
で
き
る
」
を
「
次
に
掲
げ
る
装
置
は
、
運
転
者
が

定
位
置
に
お
い
て
容
易
に
識
別
で
き
、
か
つ
、
操
作
で

き
る
も
の
と
し
て
、
配
置
、
識
別
表
示
等
に
関
し
告
示

で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号

中
「
ク
ラ
ツ
チ
」
を
「
ク
ラ
ッ
チ
」
に
改
め
、
同
項
第

三
号
中
「
窓
拭
器
」
を
「
窓
ふ
き
器
」
に
改
め
、「
デ
フ

ロ
ス
タ
」
の
下
に「（
前
面
ガ
ラ
ス
の
水
滴
等
の
曇
り
を

除
去
す
る
た
め
の
装
置
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）」
を
加

え
、
同
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
を
削
る
。

第
十
二
条
第
一
項
中
「
自
動
車
の
減
速
及
び
停
止
、

停
止
中
の
自
動
車
の
停
止
状
態
の
保
持
等
に
係
る
」
を

「
自
動
車
が
確
実
か
つ
安
全
に
減
速
及
び
停
止
を
行
う

こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
平
坦
な
舗
装
路
面
等
で
確
実
に

当
該
自
動
車
を
停
止
状
態
に
保
持
で
き
る
も
の
と
し

て
、」に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
主
制
動
装
置
」
の
下

に「（
走
行
中
の
自
動
車
の
制
動
に
常
用
す
る
制
動
装
置

を
い
う
。
以
下
同
じ
。）」
を
加
え
る
。

第
十
八
条
の
二
第
二
項
中
「
後
面
に
は
」
の
下
に

「
、
他
の
自
動
車
が
追
突
し
た
場
合
に
追
突
し
た
自
動

車
の
車
体
前
部
が
突
入
す
る
こ
と
を
有
効
に
防
止
す
る

こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
」
を
加
え
る
。

第
二
十
二
条
第
一
項
中
「
座
席
は
」
の
下
に
「
、
安

全
に
着
席
で
き
る
も
の
と
し
て
」
を
加
え
、
同
条
第
二

項
中
「
除
く
。）は
」
の
下
に
「
、
安
全
に
着
席
で
き
る

も
の
と
し
て
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
中
「
衝
突
等
に

よ
る
衝
撃
を
受
け
た
場
合
に
お
け
る
乗
車
人
員
等
か
ら

受
け
る
荷
重
へ
の
耐
久
に
係
る
性
能
に
関
し
」
を
「
当

該
自
動
車
が
衝
突
等
に
よ
る
衝
撃
を
受
け
た
場
合
に
お

い
て
、
乗
車
人
員
等
か
ら
受
け
る
荷
重
に
十
分
耐
え
る

も
の
と
し
て
、
構
造
等
に
関
し
」
に
、「
次
に
」
を
「
次

の
各
号
に
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
衝
突
等
に
よ

る
衝
撃
を
受
け
た
場
合
に
お
け
る
当
該
座
席
の
後
方
の

乗
車
人
員
の
頭
部
等
の
保
護
に
係
る
性
能
に
関
し
」
を

「
当
該
自
動
車
が
衝
突
等
に
よ
る
衝
撃
を
受
け
た
場
合

に
お
い
て
、
乗
車
人
員
を
保
護
す
る
も
の
と
し
て
、
構

造
等
に
関
し
」
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
の
四
中
「
追
突
等
に
よ
る
衝
撃
を
受
け

た
場
合
に
お
け
る
当
該
座
席
の
乗
車
人
員
の
頭
部
の
保

護
等
に
係
る
性
能
に
関
し
」
を
「
他
の
自
動
車
の
追
突

等
に
よ
る
衝
撃
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
乗
車
人
員

の
頭
部
の
過
度
の
後
傾
を
有
効
に
抑
止
し
、
か
つ
、
乗

車
人
員
の
頭
部
等
に
傷
害
を
与
え
る
お
そ
れ
の
少
な
い

も
の
と
し
て
、
構
造
等
に
関
し
」
に
改
め
る
。

第
二
十
九
条
第
一
項
中
「
前
面
ガ
ラ
ス
）
は
、」の
下

に
「
告
示
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
」
を
加
え
、「
少

な
い
」
を
「
少
な
い
も
の
と
し
て
告
示
で
定
め
る
」
に

改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
被
け
ん
引
自
動
車
」
を
「
被

牽け
ん

引
自
動
車
」
に
、「
次
の
」
を
「
損
傷
し
た
場
合
に
お

い
て
も
運
転
者
の
視
野
を
確
保
で
き
る
も
の
で
あ
り
、

か
つ
、
容
易
に
貫
通
さ
れ
な
い
も
の
と
し
て
、
強
度
等

に
関
し
告
示
で
定
め
る
」
に
改
め
、同
項
各
号
を
削
り
、

同
条
第
三
項
中「（
被
け
ん
引
自
動
車
を
除
く
。）」
を

「（
被
牽け

ん

引
自
動
車
を
除
く
。）」
に
、「（
運
転
者
席
よ
り

後
方
の
部
分
を
除
く
。）」
を「（
告
示
で
定
め
る
部
分
を

除
く
。）」
に
、「
次
の
」
を
「
運
転
者
の
視
野
を
妨
げ
な

い
も
の
と
し
て
、
ひ
ず
み
、
可
視
光
線
の
透
過
率
等
に

関
し
告
示
で
定
め
る
」
に
改
め
、
同
項
各
号
を
削
り
、

同
条
第
四
項
中
「
又
は
塗
装
さ
れ
」
を
「
塗
装
さ
れ
、

又
は
刻
印
さ
れ
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
及
び
第
六
号

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

五

削
除

六

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
運
転
者
の
視

野
の
確
保
に
支
障
が
な
い
も
の
と
し
て
告
示
で
定

め
る
も
の

第
三
十
二
条
第
二
項
中
「
走
行
用
前
照
灯
は
」
の
下

に
「
、
夜
間
に
自
動
車
の
前
方
に
あ
る
交
通
上
の
障
害

物
を
確
認
で
き
る
も
の
と
し
て
」
を
加
え
、
同
条
第
五

項
中
「
す
れ
違
い
用
前
照
灯
は
」
の
下
に
「
、
夜
間
に

自
動
車
の
前
方
に
あ
る
交
通
上
の
障
害
物
を
確
認
で

き
、
か
つ
、
そ
の
照
射
光
線
が
他
の
交
通
を
妨
げ
な
い

も
の
と
し
て
」
を
加
え
、
同
条
第
九
項
中
「
レ
ン
ズ
面

の
」
の
下
に
「
外
側
が
汚
染
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、

当
該
部
分
を
洗
浄
す
る
こ
と
に
よ
り
前
照
灯
の
光
度
を

回
復
で
き
る
も
の
と
し
て
、」を
加
え
る
。

第
三
十
三
条
第
二
項
中
「
前
部
霧
灯
は
」
の
下
に

「
、
霧
等
に
よ
り
視
界
が
制
限
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お

い
て
、
自
動
車
の
前
方
を
照
ら
す
照
度
を
増
加
さ
せ
、

か
つ
、
そ
の
照
射
光
線
が
他
の
交
通
を
妨
げ
な
い
も
の

と
し
て
」
を
加
え
る
。

第
三
十
三
条
の
二
第
二
項
中
「
側
方
照
射
灯
は
」
の

下
に
「
、
自
動
車
が
右
左
折
又
は
進
路
の
変
更
を
す
る

場
合
に
お
い
て
、
当
該
自
動
車
の
進
行
方
向
に
あ
る
交

通
上
の
障
害
物
を
確
認
で
き
、
か
つ
、
そ
の
照
射
光
線

が
他
の
交
通
を
妨
げ
な
い
も
の
と
し
て
」
を
加
え
る
。

第
三
十
四
条
第
二
項
中
「
車
幅
灯
は
」
の
下
に

「
、
夜
間
に
自
動
車
の
前
方
に
あ
る
他
の
交
通
に
当
該

自
動
車
の
幅
を
示
す
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
そ
の
照
射

光
線
が
他
の
交
通
を
妨
げ
な
い
も
の
と
し
て
」
を
加
え

る
。第

三
十
四
条
の
二
第
二
項
中
「
前
部
上
側
端
灯
は
」

の
下
に
「
、
夜
間
に
自
動
車
の
前
方
に
あ
る
他
の
交
通

に
当
該
自
動
車
の
高
さ
及
び
幅
を
示
す
こ
と
が
で
き
、

か
つ
、
そ
の
照
射
光
線
が
他
の
交
通
を
妨
げ
な
い
も
の

と
し
て
」
を
加
え
る
。

第
三
十
五
条
第
二
項
中
「
前
部
反
射
器
は
」
の
下
に

「
、
夜
間
に
自
動
車
の
前
方
に
あ
る
他
の
交
通
に
当
該

自
動
車
の
幅
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
」
を

加
え
る
。
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